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【指定等に関する規則 第３条の３】 

  第一号事業所の指定を受けた者は、 

  その旨を当該指定に係る事業所の 

  見やすい場所に標示するものとする。 

 

 ※運営規程はすぐに見られるようにしておく。 
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現在は介護予防事業ではなく総合事業に
移行しているので、総合事業の契約書を締
結して欲しい。 

 

 （例）「介護予防通所･･･」になっていれば 

    「第一号通所･･･」に変更 
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 ・契約書、重要事項説明書、個別記録等は 

  鍵のかかるキャビネットに保管してほしい。 
 

 ・書類の保管期限の確認 

  （･･･基準等を定める要綱 第３２条） 
 

 ・被保険者証、負担割合証 更新時の確認徹底 

  （コピー又は原本確認の記録を残す） 
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ケアプランに沿ったサービスの提供 

 

・サービス提供内容が変更になる等の場合は、 

利用者と事業者の間で決めるのではなく、 

必ず担当ケアマネージャーへ相談をし、プラン 

変更をした後は最新のケアプランを事業所で 

保管してください。ケアプランに位置づけが無 

いサービスについては、原則、算定不可です。 

              

5 



・利用者及びその家族から緊急でサービス
（身体介護）の要請があった場合は、事前また
は事後にケアマネに連絡を取り、記録に残し
てください。ただし、ケアマネが必要と判断しな
い場合は、実費対応になります。 

※１回のみでプランを変更しない場合は、支援
経過等に記載をお願いいたします。 
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・運動器機能向上加算 

・栄養改善加算 

・口腔機能向上加算 

・選択的サービス複数実施加算 
 

を算定するときは、個別計画が必要です。 
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例）運動器機能向上加算を算定する場合 
 

・運動器機能向上計画の作成が必要 
  この計画の作成が確認できず、返還に至っ 
  たケースもある。 
 

・理学療法士等が、利用者のニーズを実現す 
 るため、達成可能な目標を設定すること。 
 長期目標（３月程度）+短期目標（１月程度） 
  計画は、本人の状態に合わせたもの。 
        （定型にならないはず） 
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訪問型サービスＡ個別計画を必要に応じて 
作成するものとする。 
 

『必要に応じて』 とは  
 身体介護をする場合，特段の事情がある 
 場合 
 

（例）生活援助で、要支援２の方が週３回 
   利用する場合など 
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◎記録として必ず残す。（実地指導の際、確認できません） 
 ・サービス責任者が行った 

 ・サービス責任者が同行した 
  

  ※サービスをしている時に同行しているか 

   どうかなので、サービス担当者会議は基 

   本初回に当らない。サービス担当者会議 

   の後でサービスをしていれば別。 
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・初回加算に限らず、とにかく記録に残すように 
 してください。 
 

・記録の修正は修正テープを使用せずに、二重線  
 +訂正印でお願いします。 
 

・利用件数通りに請求をしてください。ケアマネの   
 請求が通らないことがあります。 
 

・事業所の届出内容に変更が生じた場合は、速や  
 かに届出をしてください。 
   （例）管理者変更の場合 
       ・変更届 ・付表 ・誓約書 
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 ★本日の説明会の内容を、配布した 

  『自主点検表』でもう一度ご確認いただき、 

  本日提出いただくか、FAXで地域包括支援課 

 に返信（９／１０（火）まで）をお願いします。 
  

  なお、請求に誤りがあった場合は、過誤申請 

  の対応をお願いします。 

     ＊過誤申請書⇒ホームページで 
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橿原市ホームページが新しくなりました！ 
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←変更届 等の様式 

←過誤申立依頼書 

←規則・要綱 

介護予防・日常生活支援総合事業 

←Q＆A 

←サービスコード 
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元気な一歩会について 
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元気な一歩会とは・・・ 
 

 ①週に１回以上  
  

 ②３０分以上の運動 

                          

     この２つがキーワード 
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下記の事業所さんが、地域の集いの場と
して元気な一歩会に登録し、活動してい
ただいています。 

・「元気な一歩会」デイサービス花の家    
・あすならホーム畝傍 
・かみふうせんフィットネス 
・元気一歩会光陽町(西井クリニック) 
・クロワッサン     
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１００ヵ所を目指していますが、 

今はまだ１４ヵ所です･･･。 
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という方が、もしいらっしゃい 
ましたら 

地域包括支援課予防支援係 

     にお知らせください。    

うちの事業所も集いの場に！ 

場所だけの提供ならできそう 
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元気な一歩会に関する要領
等は、橿原市ホームページ
に掲載しております。ぜひ
ご確認ください！ 

元気な一歩会
で検索！ 
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連絡ノートについて 
 

      包括支援係 
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本日の説明会・総合事業に関するご質問
は、質問表にて受付いたします。 
８月３０日までにご提出をお願いいたし
ます。 
 
 

回答は９月１３日までにホームページの
Q＆Aに掲載いたしますので、ご確認をお
願いいたします。 
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